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ステーションステーション

場　場所　　対　対象　　料　料金・費用　　内　内容　　定　定員

料
が
前
年
所
得
に
応
じ
て
全
額
ま

た
は
一
部
（
１
／
４
、
半
額
、
３

／
４
）
免
除
さ
れ
ま
す
。

◎
若
年
者
納
付
猶
予
制
度

　

学
生
で
な
い
50
歳
未
満
の
方
で
、

申
請
者
本
人
・
申
請
者
の
配
偶
者

の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場

合
は
、申
請
を
し
て
認
め
ら
れ
る
と
、

保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

◎
学
生
納
付
特
例
制
度

　

前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
学

生
の
方
は
、
申
請
を
し
て
認
め
ら

れ
る
と
、
保
険
料
の
納
付
が
猶
予

さ
れ
ま
す
。

　

対
象
は
、学
校
教
育
法
に
規
定
す

る
大
学（
大
学
院
）、短
期
大
学
、
高

等
学
校
、高
等
専
門
学
校
、
専
修
学

校
、各
種
学
校(
修
業
年
限
１
年
以

上
の
課
程
）、一
部
の
海
外
大
学
の

日
本
分
校
に
在
学
す
る
学
生
で
す
。

※

学
生
納
付
特
例
制
度
の
対
象
者

　

は
、
保
険
料
免
除
制
度
・
若
年

　

者
納
付
猶
予
制
度
を
利
用
す
る

　

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

申
・
問　

国
保
年
金
課
年
金
係

　

☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
３
０

係
で
加
入
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
月
額(

定
額)

　

１
６
，２
６
０
円（
平
成
28
年
度
）

※

定
額
保
険
料
に
加
え
て
、
月
額

　

４
０
０
円
の
付
加
保
険
料
を
納

　

付
し
て
い
た
だ
く
と
、
将
来
、

　

老
齢
基
礎
年
金
に
加
え
て
付
加

　

年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

付
加
年
金
は
、｢

２
０
０
円×
納

　

付
月
数｣

で
計
算
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
付
加
保
険
料
を
納
付

　

す
る
場
合
は
、
必
ず
定
額
保
険

　

料
の
納
付
が
必
要
で
す
。

申
・
問　

国
保
年
金
課
年
金
係

　

☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
３
０

◎
保
険
料
免
除
制
度

　

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難

で
、
申
請
者
本
人
・
申
請
者
の
配
偶

者
・
世
帯
主
そ
れ
ぞ
れ
の
前
年
所

得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
は
、
申

請
を
し
て
認
め
ら
れ
る
と
、
保
険

　

固
定
資
産
税
は
、
土
地
や
家
屋

だ
け
で
な
く
、
工
場
や
商
店
な
ど

の
経
営
者
が
、
そ
の
事
業
の
た
め

に
用
い
て
い
る
構
築
物
、
機
械
、

器
具
、
備
品
な
ど
の
償
却
資
産
に

も
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
賃
借
人（
テ
ナ
ン
ト
）な

ど
が
施
工
し
た
内
装
、
電
気
、
ガ

ス
、
空
調
設
備
な
ど
の
事
業
用
資

産
も
課
税
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

法
人
や
個
人
事
業
者
の
方
で
、

市
内
に
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い

る
場
合
は
、
平
成
29
年
１
月
１
日

現
在
に
お
い
て
、
所
有
し
て
い
る

資
産
の
内
容
を
償
却
資
産
申
告
書

に
記
入
を
し
て
、
提
出
期
限
ま
で

に
税
務
課
資
産
税
係
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

償
却
資
産
申
告
書
提
出
期
限

　

１
月
31
日（
火
）

問　

税
務
課
資
産
税
係

　

☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
０
４

　

年
金
記
録
の
確
認
、
年
金
の
請

求
、
年
金
見
込
額
の
試
算
な
ど
、

国
民
年
金
・
厚
生
年
金
に
つ
い
て

の
相
談
・
手
続
を
お
受
け
し
ま
す

の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
相
談
を
希
望
す
る
方
は
、

田
辺
年
金
事
務
所
お
客
様
相
談
室

（
☎
０
７
３
９
・
２
４
・
０
４
３
５
）

へ
の
電
話
予
約
が
必
要
で
す
。

時　

１
月
19
日（
木
）

　
　

10
時
〜
11
時
30
分

　
　

13
時
〜
15
時

場　

市
役
所
３
階
会
議
室

電
話
予
約
方
法

　

自
動
音
声
に
よ
る
案
内
が
流
れ

ま
す
。

　
「
プ
ッ
シ
ュ
ボ
タ
ン
２
を
押
す
。」

か
、「
自
動
音
声
案
内
終
了
後
に
職

員
が
応
答
す
る
ま
で
お
待
ち
く
だ

さ
い
。」

問　

国
保
年
金
課
年
金
係

　

☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
３
０

　

20
歳
に
な
っ
た
ら
、す
で
に
厚
生

年
金
や
共
済
組
合
に
加
入
し
て
い

る
方
、厚
生
年
金
や
共
済
組
合
に
加

入
し
て
い
る
方
に
扶
養
さ
れ
て
い

る
配
偶
者
を
除
い
て
、国
民
年
金
に

加
入
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

国
民
年
金
は
、
老
後
や
い
ざ
と

い
う
と
き
の
生
活
を
、
現
役
世
代

み
ん
な
で
支
え
よ
う
と
い
う
考
え

で
作
ら
れ
た
仕
組
み
で
す
。

　

具
体
的
に
は
、
若
い
と
き
に
年

金
に
加
入
し
保
険
料
を
納
め
続
け

る
こ
と
で
、老
後
、病
気
や
ケ
ガ
で

障
が
い
が
残
っ
た
と
き
な
ど
に
年

金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

20
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
月
の

初
旬
頃
、
ま
た
は
前
月
末
頃
に
、

日
本
年
金
機
構
か
ら
年
金
手
続
の

案
内
や
届
出
用
紙「
国
民
年
金
被
保

険
者
資
格
取
得
届
書
」が
郵
送
さ
れ

ま
す
の
で
、
届
出
用
紙
と
印
鑑
を

ご
持
参
の
う
え
、国
保
年
金
課
年
金

４８

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

〜
新
成
人
の
皆
さ
ん
へ
〜

年
金
相
談
を

　
　
　

ご
利
用
く
だ
さ
い
！

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・

納
付
猶
予
制
度
が
あ
り
ま
す

償
却
資
産
申
告
書
の
提
出
は

　

１
月
31
日（
火
）ま
で
に
！

納　期　限
今月の納期限は１月31日（火）です。
　◇市・県民税（４期）
　◇国民健康保険税（８期）
　◇後期高齢者医療保険料（７期）
　◇介護保険料（１月分）

くらしの相談
◇心配ごと相談
　時　毎週水曜日
　　　13：00～16：00
　場　福祉センター３階
　問　御坊市社会福祉協議会
　　　☎0738-22-5490
◇人権相談
　時　毎週月曜日～金曜日
　　　８：30～17：15
　場　和歌山地方法務局御坊支局
　問　全国共通人権相談ダイヤル
　　　☎0570-003-110
　※毎週火曜日９時から16時は、
　　人権擁護委員が常駐しています。
◇御坊・日高常設法律相談所
　時　毎週木曜日
　　　13：30～16：00
　場　財部会館
　問　和歌山弁護士会
　　　☎073-422-5005
　※事前予約が必要です。
　※30分で5,000円程度の相談
　　料が必要です。　　
◇行政相談
　時　１月11日（水）
　　　13：00～15：00
　場　福祉センター３階
　問　防災対策課
　　　☎0738-23-5528
　行政相談委員
　　　久堀　修二　氏
　　　☎0738-23-2229
　　　寺﨑　鈴子　氏
　　　☎0738-22-2152

く  ぼり    しゅうじ

てらさき　　すず こ


